
No. 571/57, 3. 25

区のお知らせ 足立区役所
保 険 児 童 部国 民 年 金 課

電話( 882) 1111

足立区役所 〒120 東京都足立区千住1 丁目4 番18 号

● 人口　627, 024 人

● 拠出年金被保険者数　147, 442 人

● 拠出年金受給権者数　24, 133 人

● 福祉年金受給権者数　13, 364 人

昭和57年3 月1 日現在

国民
年

金 特
集

保険料積立金の還元融資

保険料は、年金支払いのための財源として積立てられるほか、地
方公共団体に長期低利で融資され、福祉施設の建設に役立てられて
い ま す。 ● 上の写真は総合スポーツセンター

国民年金についてのお問い合わせ

足立区役所国民年金課( 882) 1111
◎ 加入手続　適用係/内線386～388

◎ 保険料の納付相談　検認係/内線396～399

◎ 保険料の免除申請、口座振替　記録係/内線394～395

◎ 年金請求の手続　給付係/内線392～393



昭和57年3 月25日昭和57年3 月25日 区 の お 知 ら せ区 の お 知 ら せ ②第571号第571号③

あなたの老後は
あ な た の 年 金 で … … 。

通算老齢年金
現在、わが国に は、8 つの公的年金制度があります。ひとつの制暖か

ら老齢年公を受けるためには、20年または25年以|リ川人していなければ
なりません。

しかし 、騙t を袁え

たり虍靫し たりして、

ひとつの 制度だけ では

加 人期間 が知いため、

老齢年 金を受け ること

ができ ない 場合もあり

ます。

このため 、昭扣36 年4

月から 、このよ うな

場合に も他の公的年金

加 入期m』と合算して、20

年 または25 年以上あ

れば、通 算老齢年金が

受けら れるようになり

ました。

● 例1　 過 去の加 入期間を有 効に… … …

過去に何回か職業を変えた期間も通算されます。ただし、脱退手当
令を受けた期悶は通算されません。

● 例2　 カ ラ期間 をいかし ましょう。

カラ期間とは、国尺年 金を除く公的年 金制度に咄 入し てい る方の配

偶者の 期間をいい ます。

● 例3　 こ んな方法でも年金額 を増やせま す。

他の公的年金で年金受給の資格を得ると、国民年金は、1年以上の
納付があれば年金が受けられます。

★通算できる公的年金制度
国民年金・厚生年金保険・船員保険 吋EI家公務只共済組合・地方公務

員等良済柤合・ 私立学枚教職U共済組合。公共彖業休職口等共済組合
・農林漁業団休職員等共済組合

★通算老齢年金額の計算方法
1, 680円× ( 納付月数十免除月数× 1/ 3)× 1. 078( 物価スライド率)

一 般( 通算) 老齢年 金額早見表

老齢( 通 算) 年 金は繰上げ、繰下げ受 給ができ ます。

支給率 は上のとおりで、 生涯 かわり ませ ん

老齢年金
保険料を納めた期間や保険料の免除を受けた期間、または、これらを

今わせた期間が25年以上あるとき支給されます。
ただし、昭和5 年4 月1 日以前に生まれた方は、25年未満でも生年月

日によって、上の表の年数以上あれば支給されます。
★老齢年金 額の計算方法

①1, 680 円 × ( 保険料納付 月数 十保険科免除 月数 × 1/ 3) X1. 078

② 昭 和5 年4 月1 日以 前に 生まれた方は 、① に次に計算した 額が加算

され ます。
650 円 × ( 300 月一被保険者期間) × 保険料竺Q普l 壽l W| 甓l l 對s ×々 1. 078

③ 付加保 険科を衲め た方は

① または② で計算した 額に( 200 円 × 付加保 険科納付 月数) が加 算さ

れ ます。

万一の事故が起きたら…… ! ?
加入期間中に本人や配偶者が死亡したとき、障害者になったときなど

には母子年金、障害年金、寡婦年金などの年金が受けられます。ただし
保険料未納の方は受けられないことがあります。

納
期
限
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
は
1
か
月
納
付
も
で
き
ま
す
。

ひとりで 悩まず
ご 相 談 くだ さい! 国民年金課記録係

私は夭と二人で田民年金に加入し ておりますが、二人分の保

険料の 支払いはとても大変です。そこで、年金をやめたいと思

うのですが… … …。

ご夫婦で国民年金に加入している場合、お二人とも強制加入

です。ですから年金をやめることはできません。そのかわり、

免除制度があります。

ど んな制度なのですか?

家族全員の所得がないときや、所得 がとても低くて保険料を
納めることが困難な万は、申請し て認めら れれば免除さ れます。
また長期の病気や、突然の事故などで生活事悁の変化かあった
場合も考慮さ れます。免除された壊合は、その期間の保険料を
支払わなくてもがまいません。

何年も免除し てもらった場合、年金をもらう 時にはどうなり

ますか?

免除期間や納付した期間、他の公的年金加入期間をあわせて、25

年以上あれば年金は支給されます。ただし免除期間の年金額

は3 分の1 に減額されます。

3 分の1「こなってしまうのですか! ?

はい、し かし、のちに生活にゆとり ができた万は、免除になっ
た月から10 年以内1こ納めることができ ます。その場合は、淑額
になり ません。( 造納といいます) たとえば、免除された昭和47
年4 月分の保険料450 円は、10年後の昭和57 年4 月末日まで納
めることができ ます。

まあ! 10年前の保険料のままで支払えるのですか! ?でも突然

のけがや、夫が死亡した時などに支給される障害年金、母子年

金は、もらえるのでしょう か?

支給される事情が起きたその時までに、ひきつづき一定期間

の免除があれば支給されます。

そうですか。よくわかり ました。未納のままにしておくより

も、免除の手続きをしておいた方がいいのですね。

免 除 の 相 談 は

申請す るところ… … 区役 所国民年 金課 記録係、 各出張所

必要な もの … … … … 印 かん、国民年 金手帳

次のこ とを調べておい てください。

家族 の生年 月日 氏 名 職業 続柄 前年の 所得状況

住宅 駄況( アパ ート、借家 、借間 、自宅)

他に特別の事情 があり納付困難 な場 合は、その 旨を窓 口でお 知らせください。

国民年金に加入す る方は、
国内に住所のある20才から59才までの方。

必ず加入しなければならない方( 強制加入)
○ 厚生年金や共済組合などの公的年金に加入していない自由業、
自営業などの方とその配偶者
○ 厚生年金や共済組合などの公的年金に一時加入し、年金を受け

る権利を得ないで退職した方とその配偶者
希望で加入する方( 任意加入)
○ 年金や恩給をすでに受けている方、または受ける権利を得て退
職した方とその配偶者
○ サラリーマンの妻、昼間部の大学生
○国会議貝、地方議会議貝とその配偶者
難民条約関係整備法が昭和57年1 月1 日施行されました。それに
伴い、国民年金法における国籍要件が撤廃されました。
外国籍の方も国民年金に加入できます。



昭和57年3 月25日区 の お 知 ら せ④第571号

福 祉 年 金

この他に 母子( 準母子) 福祉年 金があ ります。

次の1 、2 に 該当する場合は 支給が停 止さ れます。

国 民 年 金 保 養 セ ン タ ー
一

覧

● 申込 は6 ヵ 月前から各保養セ ンターで受 付け ます。

● 一般 の方 も利用 できます。

● 料金は申込 みの 際、おたしかめ ください。

ハイ、こちら国民年 金課

私は年金相談員。足立区内を東へ西へ

今 ぼめ訪問先叺魚屋さん。らうもば忙が
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◎ 国民年金ことぶき友の会◎

老齢年 金・通算老 齢年 金を受けてい らっしゃる方々の 、たのし

い集 まりです。あなたの 入会をお待 ちし ており ます。

こ とぶき友の会では 、安 い費用で 会員の親睦旅行 を行 なうほか、

各種のレ クリェーション などの、いろい ろな行事を行ない ます。

● くわしくは　 ことぶき友の会事務局
千代 田区 丸の内3- 8- 1 電話( 211) 1905

年金相談 お気軽にご利 用ください

● 毎月第1 水曜日
● 時間　午前10時～午後3時30分
● 場所　区役所国民年金課( 2 階)


